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１． 令和４年度 第６回協議会 議事要旨 

日 時：令和５年３月２９日（水）14時～16時 30分 

場 所：世田谷区役所二子玉川分庁舎 大会議室 

出席者：対面（委員 22名、事務局５名）、 

リモート（委員 20名） 

 

会議次第： 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 報告事項 

（１）第５回協議会の振り返り 

（２）今後の進め方について 

４ 協議事項 

（１）促進方針（案）について 

（２）策定後の取組 

（３）促進方針の標語・サブタイトルについて 

５ その他 

６ 閉会 

 

配付資料： 

次第 

委員名簿 

座席表 

資料１：令和４年度第５回協議会議事要旨 

資料２：今後の進め方について 

資料３：世田谷区移動等円滑化促進方針（案）（調整中） 

資料４：世田谷区移動等円滑化促進方針の標語・サブタイトルについて 
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 議事要旨  

○委員からの意見  

□事務局から回答 

●報告事項 

（１）第５回協議会の振り返り 

（２）今後の進め方について 

 

●議題 

（資料３について） 

（促進地区内の鉄道駅等） 

 〇バリアフリー化の制度により運賃が 10円値上がりしている。 

 促進地区内の豪徳寺駅のホームドアの整備について確認。いつ頃整備されるのか？ 

→〇正確な年度を伝えることはできない。2025年までに整備予定。 

 

（情報の UDについて） 

 〇国会で音声案内の必要性について議題が上がった。区としても音声案内の整備等

を進めていくべきではないか。全庁的に音声コード等を活用してほしい。 

 

 〇コラムで ICTを活用した装置を紹介していたが、区は情報の取得や実証実験等を

行うのが遅い。今後の予算化や整備が進むことを望む。 

→□障害当事者や区民とまち歩き点検で実証実験等を検討する。情報のバリアフリー

に関しては区役所到着後の窓口への案内も含め配慮する。 

 重点的な取組みとして商店街の心のバリアフリーの促進や事業者連絡会等を実施

する。 

 (聴覚障害の立場から) 

 〇2025年にデフリンピックが開催される。駒沢オリンピック公園が開会式の場、無

事に開催されることを願う。 

  ４月からの就労支援制度に感謝する。共生社会の実現を目指して欲しい。 

→〇世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例を新たに制定した。

デフリンピックはスポーツと連携し行う。差別等がないように区として進めていく。 

 (パブコメについて) 

 〇方針はよくまとまっている。 

  商店街に関わる意見等は対応できる部分は対応した方がよいのではないか。 

→□パブコメで多くの意見をいただいた。方針に取り入れることができないものに関

しては、担当所管に検討をいただいている。 

  

(素案の構成について) 

 〇UD推進条例や推進地区に関する記載内容を検討するべき。 

→前回協議会から構成を変更した。引き続き構成について再度検討する。 

 〇UD 推進条例に規定できていない警察関連の記載について、音響式信号機の整備

等、今後変わる可能性があるのか。 

  情報の UD についてアクセシビリティが重要、ユーザー側からのアクセシビリテ



3 

ィチェック等も必要。 

  促進地区図の文字が小さい。カラーUDに配慮されているか等確認してほしい。 

→□図の見え方の確認や印刷のレイアウト調整を検討する。 

  情報のアクセシビリティについては点検等の実施を検討する。 

→〇情報のバリアフリーについては情報コミュニケーションとアクセシビリティを

分けての記載等を検討した方がよい。 

 

（警察対応について） 

 〇促進地区内での音響式信号機の整備等の予定があれば教えて欲しい。 

→〇手元に資料がないため伝えることができない。年間のスケジュール・予算が決ま

っている。要望を本部に上げ設置個所が決まるため所轄で確定はできない。 

→〇三軒茶屋の交通バリアフリーの際に要望は交通規制課に上げるよう伝えられた。 

  高度化 PICS の整備を進めている個所もある。また、予算があっても半導体不足

の社会情勢により設置ができていないとも聞いている。 

 

（促進方針について） 

 〇方針についてよくまとまっている。今後どのようなビジョンで動いていくのか、

だれが責任をもつのか等が気になる。 

 

 〇今後どのように評価等していくのか。様々な人が評価を行うのか、都市デザイン

課が中心となって評価していくのか。ＵＤ推進計画に欠けている教育の部分等、

都市整備所管と福祉所管での協議が必要。 

→□ＵＤの推進計画でスパイラルアップという言葉を使用している。促進方針にもス

パイラルアップの考え方を生かす。 

  区の関係所管と横断的に検討会を設ける。 

 

（資料４について） 

 □サブタイトルについて「人にやさしいまちづくり ともにいきる せたがや」で

決定予定。 

→〇異論なし 

 

 (方針の印刷に関して) 

 □何部印刷予定か？ 

→〇本編は 100部、概要版 1,000部印刷予定、HP上でも公開を行う。 

 

（全体まとめ） 

・協議会意見をもとに促進方針（案）として取りまとめを行う。 

・取りまとめ後、５月の議会にて報告。６月に起案決定を行う。 

・第６回の協議会をもって協議会は解散。 

 

 

 


